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章構成





序章　


第一章　起業環境改善について


　　　一節　意義と必要性


　　　二節　成長ステージ別にみる現状





第二章　諸外国との比較からみる日本の起業環境の問題点


　　　一節　各支援主体　


ベンチャーキャピタル


エンジェル投資家


公的機関


　　　二節　起業家教育


　　　三節　新興証券市場　





第三章　諸問題に対する解決策　（度合いについても（保護か、放任か））


　　　一節　各支援主体


ベンチャーキャピタル


エンジェル投資家


公的機関


　　　二節　起業家教育


　　　三節　新興証券市場





第四章　我々が提案する日本における起業環境の在り方


一節　起業促進をはかる分野


二節　グリーンシート市場活性化


　　　三節　IPOの是非（選択肢の一つとしては○、ただ現時点では×。）





終章





今回発表分





投資金額、出資比率は比較的低いが、アーリーステージのベンチャーや創業前の起業家に対する出資をして新事業を起業家と共に作り込んでいくVC。





Ⅱ.政府の予算から


融資制度にVCファンドに公的支援を加える。


Ⅲ.キャピタリスト教育の強化


ハンズオン支援を充実させることにより、資金運用実績の向上


→他の金融商品との競争の中で出資者の獲得につながる


③キャピタリストの責任


→模索中（‘Д’；）





しかし、国内ベンチャーキャピタルに出資を行っている年金基金は限られている。








VC解決策








①投資出口について


M＆Aやバイアウト投資


現在VCはM&Aやバイアウト投資にシフトしつつあるが…
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ベンチャー企業側が望んでいない！！！


そこで、インキュベーター型VC








→投資出口を模索し投資することも大切だが、魅力的な企業づくりに寄与してみてはどうか。





②投資資金調達


Ⅰ.年金基金から


欧米：年金基金がVCへの出資の主体を成している→日本：更に出資を増やす余地がある





特に公的年金！！


→年金積立金管理運用独立行政法人の管理運用方針によって、未公開株投資の一種であるVCには出資不可
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⇔近年、投資先の多様化とそれによるリスク分散の観点から、オルタナティブ投資を行う年金基金は増加してきているが、ヘッジファンド投資に傾いている。
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VCへの出資が不可である現状を解消すべき

















SOX法は、アメリカで制定された法律で、エンロン事件をきっかけに、企業の内部統制の重要性が再認識され、 それが企業改革法として制定された。 SOX法では２つの事項が義務付けられている。①財務報告に係る内部統制の有効性を評価した「内部統制報告書」 の作成②公認会計士などによる内部統制監査を受けること。である。このアメリカの制度が「SOX法」と呼ばれている関係で、日本でも内部統制に関する法律（金融商品取引法）が、J-SOX法 （日本版SOX法）と呼ばれるようになった。








J-SOX法とは？





上場を目指す企業へのJ-SOX法対応の義務化


（完全に対応させてから上場を認めるということ）





実質基準の一部を厳格化すべきである！





■実質基準
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上場に際し求められる要件のうち、数値に表せない部分は、各取引所で概ね共通したものとなっている。
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■形式基準


取引所ごとに、上場において必要最低限満たしていなければならない数値基準を各取引所がそれぞれ独自に定めている。





上場までの大まかな流れ





�





東証マザーズ上場の半導体製造装置メーカー、エフオーアイ（ＦＯＩ）が６月19日付で上場廃止となることが決まった。上場時に公表した決算数値が虚偽だった疑いがあるとして証券取引等監視委員会が強制調査に乗り出し、ＦＯＩ側も虚偽を認めた。なぜ事前に不正が見抜けなかったのか。06年のライブドア事件以降、信頼回復に取り組んできた新興株式市場関係者が受けた衝撃は大きい。事件を受けて上場審査や会計監査は厳格化されたはず。なぜ虚偽記載を見抜けなかったのか。上場審査では経営計画の実現性や株主構成などは厳しくチェックできるが、財務諸表に誤りがないことを審査するのは公認会計士の監査証明によるところが大きい。　　　　　　　　　　　　⇒日経テレコンより抜粋、引用





第三節　新興証券市場
































